
文化庁 令和2年度第3次補正予算事業

ARTS for the future!
（コロナ禍を乗り越えるための文化芸術活動の充実支援事業）

申請の手引き

2021年4月26日

特定非営利活動法人 映像産業振興機構

ARTS for the future!事務局

〒104-0045 東京都中央区築地4-1-1 東劇ビル 2F

電話番号(フリーダイヤル)  0120-510-335
※営業時間 9:30~17:00(年末年始は除く)

https://aff.bunka.go.jp/

※本申請の手引きの内容は予告なく変更することがありま
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1.はじめに

2

⚫ メールや郵送など、専用の申請システム以外からの申請は受け付けておりませんので、申請システムからご申請く

ださい。

⚫ 申請システムには、以下の特設サイトからアクセスをしてください。

「ARTS for the future!」特設サイト：https://aff.bunka.go.jp/

⚫ 本補助金の対象やルールについて、募集要項に記載がございます。

必要なルールや注意事項は、募集要項の記載も合わせてご確認いただきながら進めてください。

⚫ 補助事業者および補助事業としての要件を満たしている場合であっても、申請内容に不備がありますと、交付決定

ができない場合がありますので、本書および募集要項をご確認いただいた上で、必要事項、必要書類に不備のない

よう、ご注意ください。

本補助金の手続きは全て専用の申請システムで行います。申請を行う方は、本書に従って手続きを行ってください。

法人

任意団体

公演等

展覧会等

映画製作

共通

https://aff.bunka.go.jp/


以下が募集から補助金支払までの申請手続きの流れです。本資料では②申請についてご説明いたします。

2.申請手続きの流れ

3

事務局

文化庁 事務局 申請者
①募集

②申請
③受付・
確認・
審査

④審査結果報告

⑤交付決定 ⑥交付決定通知

⑧実績報告提出

⑦補助事業
実施

⑨実績報告
確認

⑩確認結果報告

⑪額の確定 ⑫額の確定通知

⑬補助金支払

申請手続きの流れ

法人

任意団体

公演等

展覧会等

映画製作

共通



2.申請手続きの流れ
2-1.申請の内容について

4

団体情報登録

事業申請

アカウント登録

申請システムの流れは、事前準備を行った後、以下の3ステップになります。
登録された情報は、こまめに「一時保存」していただくよう、お願いします。
登録をすると入力内容を変更できなくなりますので、ご注意ください。

団体登録は、
①法人と
②任意団体

で分かれています。

こちらに実施する公演等、展覧会等、
映画製作の取組を登録いただきます。
キャンセル料支援事業についても、こ
ちらにまとめて入力をお願いします。

⇒本手引き6ページ

①法人 ⇒本手引き7ページ~

②任意団体 ⇒本手引き11ページ~

⇒本手引き15ページ~

法人

任意団体

公演等

展覧会等

映画製作

共通

事前準備

システムに入力を始める前に
事前に準備しなければいけない
準備事項があります。

⇒本手引き5ページ



①履歴事項全部証明書※1

（法人登記簿謄本）※5

②過去4年のうち最も収入規模が
大きい年度の決算書※1

2.申請手続きの流れ
2-2.事前にご用意いただきたい情報、書類について

5

団体情報の登録

事業申請情報の登録

⑫金融機関の口座情報
（通帳のコピーなど）※6

⑥定款等に類する規約※2 ※4

⑦過去4年のうち最も収入規模が
大きい年度の決算書※1

（①②または実績ID）
⑧代表者本人確認書類※2

法人
（会社、非営利法人、地方公共団体）

任意団体
（任意団体、実行委員会、複数施設の運営を行う指定管理者）

申請手続きに必要な情報は下記のようになっています。

③実績ID※3

④実績証明書※1

⑤補足資料、HP

⑨実績ID※3

⑩実績証明書※1

⑪補足資料、HP

⑬従事人員申請書
⑭補正基準実績証明書
⑮収支計画書

必須資料

該当する
場合必要
な資料

※1: 法人が、③の実績IDを有している場合は、①②④は不要です。但し、継続支援事業の実績しかない場合は、④実績証明書の提出をお願いします。
※2: 任意団体が、⑨の実績IDを有している場合は、⑥⑦⑩は不要となります。但し、継続支援事業の実績しかない場合は、⑩実績証明書の提出をお願いします。
※3：文化庁令和2年度第2次補正予算事業「文化芸術活動の継続支援事業」、経済産業省令和2年度第1次補正予算「コンテンツグローバル需要創出促進事業費補助金

（J-LODlive）」、または第3次補正予算「コンテンツグローバル需要創出促進事業費補助金（J-LODlive2）」での採択実績及び採択された際に発行されたIDを指します。
上記3つの実績IDはないが、その他の文化庁支援事業(R2年度）の実績をお持ちの場合は、事務局までお問い合わせください。

※4：定款に類する規約等には、以下について明記されている必要があります。（募集要項8ページ参照）

• 団体の意思を決定し、執行する組織が確立されていること

• 自ら経理し、監査する等の会計組織を有すること

• 団体活動の本拠としての事務所を有すること

※5：地方公共団体など、登記簿のない法人は、例外的な処理方法にて対応をお願いしています。本手引き9ページをご確認ください。

※6：補助金の振込指定口座は、事業者名義の口座のみになります。必ず申請する法人もしくは任意団体名の口座をご用意ください。

法人

任意団体

公演等

展覧会等

映画製作

共通



3.アカウント登録

申請には、まず最初にアカウントの登録が必要です。下記の手順でアカウントの登録をお願いします。
①申請システムにアクセスして、「団体登録を行う」のボタンをクリックしてください。

（特設サイト：https://aff.bunka.go.jp/よりアクセスしてください。）

②メールアドレス、パスワードを入力し、プライバシーポリシーに同意した上で、「登録」ボタンをクリックしてください。
③24時間以内に本人確認メールに記載されているURLをクリックして登録を完了してください。その後、先ほど登録した
メールアドレス、パスワードを使ってログインしてください。

6

初回は「団体登録を行う」
をクリックしてください。

プライバシーポリシーをよく読んで同意する場合
はチェックボックスをクリックして「登録」ボタンを
クリックしてください。

メールアドレスとパスワードを入力してください。（パスワードは
半角英数字（8文字以上）で自由に設定ください。）
このメールアドレスに仮登録のお知らせのメールが送信されます。

本人確認メールが数分以
内に送付されますのでご確
認ください。メールが届かな
い場合は「本登録メールを
再送する」をクリックしてくだ
さい。

「[ARTS for the future!]アカウント
仮登録のお知らせ」というタイトルの
メールに記載のURLをクリックしてください。
※有効期限は本メール受信後24時間
となりますのでご注意ください。

本登録が完了すれ
ばログイン可能です。
パスワードを忘れた
場合は再設定可
能です。

法人

任意団体

公演等

展覧会等

映画製作

共通

https://aff.bunka.go.jp/


4.団体情報の登録
4-1.団体種別の選択

7

初回ログイン後、団体情報を入力してください。団体種別は法人か任意団体のいずれかを選択してください。
以下のような分類で、ご自身が当てはまる方に登録してください。

法人

任意団体

会社

地方公共団体

実行委員会

複数施設の運営を
行う指定管理者※1

任意団体

「団体情報が未入力です。団体情報を登録してください」
と表示されます。「団体情報」をクリックください。

団体種別を選択してください。

システムで選択
していただく団体種別

団体種類

※1：設置者が異なる地方公共団体の施設の管理を行っていて、地方公共団体別
の申請をする場合に限ります。1申請しかしない場合は、団体の種類に応じて、「法
人」もしくは「任意団体」の適切な方を選択してください。

非営利法人等

法人

任意団体

公演等

展覧会等

映画製作

共通



4.団体情報の登録
4-2-1.団体の名称等（法人）
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団体の名称（法人名等）や代表者名は履歴事項全部証明書の記載の通りに入力してください。以下に示す補助金※1

の採択実績がある場合は、その実績IDを入力することにより履歴事項全部証明書等の提出が不要となります。

履歴事項全部証明書に記載の法人番号は12桁です。
13桁の法人番号はリンク先の国税庁法人番号公表サイトにて確認してください。

法人名は履歴事項全部証明書に記載されている法人格を含む、正式名称を入力してください。
（（株）等、法人格を略さないでください）フリガナは全角カナで入力してください。

法人と任意団体の選択を確認ください。選択を間違った場合、登録完了前は変更可能です。

代表者役職は履歴事項全部証明書に記載されている正式な役職名を入力してください。

※1：実績IDを入力する対象となる補助金
・「文化芸術活動の継続支援事業」での採択実績（申請者ID）
→ZもしくはKから始まる全9桁
Z●●●●●●●●
K●●●●●●●●

・J-LODliveで交付決定を受けた案件の案件番号
→L1から始まる全8桁

L1●●●●●●
・J-LODlive2で交付決定を受けた案件の案件番号
→L2から始まる全8桁

L2●●●●●●
（注意）上記3つの実績IDはないが、上記以外の2020年度に文化庁
事業に採択実績がある場合は、事務局にお問い合わせください。

左の実績情報を入力した場合、
・履歴事項全部証明書（法人
登記簿謄本）

・決算書（財務諸表）
・実績証明書・主催公演等の実績
の提出は不要になります。

但し、継続支援事業の実績しかない場
合は、実績証明書・主催公演等の実
績の提出をお願いします。

分野はチェックボックスで複数選択可能です。
大項目単位で選択してください。

法人住所は履歴事項全部証明書に記載されている正式な本店住所を入力してください。

法人

任意団体

公演等

展覧会等

映画製作



4.団体情報の登録
4-2-2.添付するファイル（法人）

9

添付ファイルは添付する前に必ずご自身で開き、内容が読み取れることをご確認ください。

履歴事項全部証明書（法人登記簿謄本）、決算書（財務諸表）および実績証明書・主催公演等の実績の
提出は下記よりファイル添付にて行ってください。

履歴事項全部証明書について、システムの都合上、地方公共団体の場合は担当者の
名刺を提出してください。

決算書は過去4年間のうち、最も収入規模が大きい年度の決算書を提出してください。
但し、決算書は、補助対象となる文化芸術分野（募集要項11ページ参照）に関する
収入等が確認できる決算書をご提出ください。

実績証明書（主催公演等の実績）は申請者あるいは中核者の主催クレジットの表記
などが確認できるチラシ、ポスター、Webサイト、プレスリリース、チケット、パンフレット等を提
出してください。

履歴事項全部証明書は下記いずれかでも満たしていない場合は有効な書類と認めら
れません。すべての条件を満たしていることをご確認ください。

①履歴事項全部証明書であること（登記データサービスや現在事項証明書は不可）
②全ページ揃っていること
③発行日から3か月以内のものであること

団体案内などの補足資料があればご提出ください。
※募集要項8ページの（１）ロに該当する、申請者に法人としての主催実績がなく、主
催実績を有する者が中核となり設立した団体の場合、その中核者の実績が確認できるも
のをご用意ください。また、法人登記簿に記載されたメンバーのうち、誰が実績のある中核
者か分かるように示してください。

（注意）例外対応について

• 地方公共団体の場合は、システムの都合上、履歴事項全部
証明書の代わりに、担当者の方の名刺の写真等を添付してく
ださい。

• 本手引き8ページにある実績IDがある場合は、これらの添付
書類の提出は不要になります。

但し、継続支援事業の実績しかない場合は、実績証明書・主催公演等の実
績の提出をお願いします。

法人

任意団体

公演等

展覧会等

映画製作



4.団体情報の登録
4-2-3.誓約書の確認（法人）
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暴力団体排除誓約書、虚偽申請、感染予防対策徹底の3つの誓約書をリンク先からご確認、同意の上、チェック
ボックスにチェックをお願いします。

青文字箇所をクリックしていただくとリンク先に誓約書のファイルがありますので内容をご精読
ください。

確認画面で入力内容を最終確認していただき、内容に間違いがない場合は「登録する」ボタ
ンをクリックしていただくと団体情報の登録が完了します。
※登録後は内容の変更ができませんのでご注意ください。

「一時保存」ボタンをクリックすると、入力内容を保存することが可能です。
情報の入力が終わりましたら「確認」ボタンをクリックしてください。

（ログイン時に登録したメールアドレスが自動表示されます）

法人

任意団体

公演等

展覧会等

映画製作



4.団体情報の登録
4-3-1.団体の名称等（任意団体）
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団体名は団体の正式名称を入力してください。定款等に類する規約に記載されている名称を
入力してください。フリガナは全角カナで入力してください。
代表者名は、定款等に類する規約に記載されている正式名を入力してください。
代表者役職は定款等に類する規約に記載されている正式な役職名を入力してください。
団体住所、団体郵便番号は定款等に類する規約に記載されている正式な内容を記載してください。

法人と任意団体の選択を確認ください。間違った場合は登録完了前は変更可能です。

団体の名称や代表者名は定款等に類する規約の記載の通りに入力してください。以下に示す補助金※1の採択実績が
ある場合はその番号を入力することにより定款等に類する規約等が提出不要になります。

※1：実績IDを入力する対象となる補助金
・「文化芸術活動の継続支援事業」での採択実績（申請者ID）
→ZもしくはKから始まる全9桁
Z●●●●●●●●
K●●●●●●●●

・J-LODliveで交付決定を受けた案件の案件番号
→L1から始まる全8桁

L1●●●●●●
・J-LODlive2で交付決定を受けた案件の案件番号
→L2から始まる全8桁

L2●●●●●●
（注意）上記3つの実績IDはないが、上記以外の2020年度に文化
庁事業に採択実績がある場合は、事務局にお問い合わせください。

左の実績情報を入力した場合、
・定款等に類する規約
・決算書（財務諸表）
・実績証明書・主催公演等の実績
の提出は不要になります。

但し、継続支援事業の実績しかない場
合は、実績証明書・主催公演等の実
績の提出をお願いします。

（注意）例外対応について

• 複数施設の指定管理者の場合は、団体名に指定管理者名と地方公共団体名をかっこ書きで記載して
ください（例：〇〇団体（□□市））。代表者名・役職、住所の欄には、指定管理者の情報を記載
してください。

• 実行委員会の中核団体が法人の場合は、代表者名にその中核団体の代表者名を入力してください。

公演等

展覧会等

映画製作

法人

任意団体



4.団体情報の登録
4-3-2.添付するファイル（任意団体）

12

定款等に類する規約、決算書（財務諸表）および実績証明書・主催公演等の実績の提出は、下記よりファイル添付
にて行ってください。

分野はチェックボックスで複数選択可能です。大項目単位で選択してください。

添付ファイルは添付する前に必ずいったん開き、内容が読み取れることをご確認ください。

定款等に類する規約については執行組織、会計組織、事務所等の明記が必要です。

決算書は過去4年間のうち、最も収入規模が大きい年度の決算書を提出してください。
但し、決算書は、補助対象となる文化芸術分野（募集要項11ページ参照）に関する収
入等が確認できる決算書をご提出ください。

実績証明書（主催公演等の実績）は団体あるいは中核者・中核団体の主催クレジットの
表記などが確認できるチラシ、ポスター、Webサイト、プレスリリース、チケット、パンフレット等を
提出してください。

（注意）例外対応について

• 実行委員会の中核団体が法人の場合は、その法人の登記簿謄本（履歴事項全部証明書）も提
出してください。

• 新設の団体の場合は、決算書の代わりに、団体の収支計画書を添付してください。

• 新設の実行委員会の場合は、中核団体の決算書を提出してください。

• 上記以外の場合で、本手引き11ページにある実績IDがある場合は、これらの添付書類の提出は不
要になります。（実績IDはないが、2020年度に他の文化庁事業に採択実績がある場合は、事務局にお問い合わせください。）

但し、継続支援事業の実績しかない場合は、実績証明書・主催公演等の実績の提出をお願いします。

公演等

展覧会等

映画製作

法人

任意団体



4.団体情報の登録
4-3-3.補足資料について（任意団体）
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申請者に主催実績がない場合などは補足資料として団体案内などを提出してください。

任意団体の代表者本人確認書類としては下記いずれか一点を提出してください。

・運転免許証（両面）
・個人番号カード（写真付きの表面のみ）
・写真付き住民基本台帳カード
・国民健康保険証

（注意）例外対応について

• 複数施設の指定管理者の場合は、システムの都合上、担当者の名刺を添付してく
ださい。

• 実行委員会の中核団体が法人の場合は、システムの都合上、その法人のプロジェク
ト責任者の名刺を提出してください。

公演等

展覧会等

映画製作

法人

任意団体

申請者に主催実績がなく、主催実績のある中核者が定款等に類する規約、ホームページ等
で確認できない場合は、中核者と団体との関係性が分かる書類（例えば、構成員の名簿に
中核者が分かるように記載された資料など）を提出してください。



4.団体情報の登録
4-3-4.誓約書の確認（任意団体）
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暴力団体排除誓約書、虚偽申請、感染予防対策徹底の3つの誓約書をリンク先からご確認、同意の上、
チェックボックスにチェックをお願いします。

青文字箇所をクリックしていただくとリンク先に誓約書のファイルがありますので内容をご精読
ください。

確認画面で入力内容を最終確認していただき、内容に間違いがない場合は「登録する」ボタ
ンをクリックしていただくと団体情報の登録が完了します。
※登録後は内容の変更ができませんのでご注意ください。

「一時保存」ボタンをクリックすると、入力内容を保存することが可能です。
情報の入力が終わりましたら「確認」ボタンをクリックしてください。

公演等

展覧会等

映画製作

法人

任意団体



事業申請

②充実支援事業（取組の申請）

③キャンセル料支援事業

5.事業申請の登録フロー
5-1.事業の登録に必要な情報

15

事業申請の入力画面の構成は、以下のようになっています。

①事業概要

④補助上限額区分

⑥振込口座

⑤収支計画書 • 収支計画書

最大20個まで登録可能

添付

最大10個まで登録可能

収支計画書の以下の金額を取組別に転記
• 補助対象経費
• 補助対象外経費
• 事業収入（該当者のみ）

• 従事人員申請書
• 補正基準実績報告書

（該当者のみ） エクセル

エクセル

通帳
コピー等 • 口座情報が分かるもの

添付

添付

法人

任意団体

公演等

展覧会等

映画製作

共通



5.事業申請の登録フロー
5-2.申請のフロー（公演等・展覧会等の場合）
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事業申請の登録を開始する前に、以下のフローに従い補助上限額区分の算出と、収支計画書の作成をお願いします。

申請する取組（キャンセルし
た取組を含む）の順番決定

取組ごとの
従事人員規模の算出

全取組の従事人員規模の
平均は50人以上か？

従事人員規模による
補助上限額区分算出※1

（03_AFF_従事人員申請書）

補正基準を
利用するか？※2

補助上限額区分の決定

収支計画作成
（01_AFF_収支計画書）

事業申請画面から
全情報を登録

補正基準の実績を
証明する資料を準備※3

05_AFF_補正基準実績報告書

利用する場合

利用しない場合

利用する補正基準 必要書類/アクション

団体の年間収入規模 団体登録にて決算書を
登録している方

追加アクション不要

団体登録にて決算書を
登録していない方

決算書を添付

（公演等の場合）
会場の延べ総座席数

補正基準実績報告書(公演等)を作成・添付

（展覧会等の場合）
展覧会等の総入場者数

補正基準実績報告書(展覧会等)を作成・添付

取組①～取組⑳
キャンセル①～キャンセル⑩

募集要項19、20
ページ参照

募集要項22ページ参照

区分Ⅰの場合※4

区分Ⅰ以外

※4 区分Ⅰの収支計画書免除の例外
区分Ⅰの場合であっても、①②のいずれかに該当する場合は、収支計画書の提出が必要です。

① 収入（見込）の2倍を超える補助金の申請となる場合
② 継続支援事業・J-LODlive・J-LODlive2 ・文化庁支援事業(R2年度）に採択され

たことのない団体

法人

任意団体

公演等

展覧会等

映画製作

従事人員規模
50人以上

従事人員規模
50人未満

団体としての
主催実績があるか？

あり

なし 区分Ⅰに
決定

エクセル

エクセル

エクセル

※1 キャンセル料支援事業のみ申請される場合は、従事人員申請書は不要です。但し、補助
上限額区分Ⅰより上位の区分を希望される場合は、補正基準適用の手続きに従ってください。

※2 補正基準の適用について
従事人員規模を適正に把握できないことを想定して、以下の補正基準を適用できます。従事
人員規模を基準に区分Ⅰ~Ⅳに分類された場合でも、補正基準を適用することにより上位の
区分に分類されることがあります。

① 団体の年間収入規模 （公演等、展覧会等 共通）
② 主催した公演等の会場の年間延べ総座席数 （公演等の場合）
③ 主催した展覧会等の年間総入場者数 （展覧会等の場合）

詳細は、募集要項19、20ページを参照ください。

※3 補正基準の実績を証明する資料の準備



5.事業申請の登録フロー
5-3.申請のフロー（映画製作の場合）
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申請する取組と
順番の決定

収支計画作成
（01_AFF_収支計画書）

補助上限額区分を決定

事業申請画面から
全情報を登録

取組①～取組⑳

募集要項22ペー
ジ参照

従事人員申請書には、システムの都合上、空のエクセルフォーマットをそのまま登録
してください。

※映画製作の場合は、区分Ⅰであっても収支計画の作成・添付が必要です。

映画製作の場合は、従事人員申請書等は不要ですので、以下のフローに従って申請をお願いします。

法人

任意団体

公演等

展覧会等

映画製作

団体としての
映画製作の実績があるか？

あり

なし 区分Ⅰに
決定

エクセル

※映画製作は、キャンセル料支援事業の対象とはなりません。



エクセルの入力イメージ：

6.指定フォーマットの作成
6-1.指定フォーマット作成の注意事項

18

4種類のエクセルのフォーマットがあります。以下の入力の注意事項を確認の上、作成をお願いします。
また、元のファイル名の後に「_事業者名」を付けたファイル名に変更してご提出ください。

ファイルID ファイル名称

01_AFF_収支計画書 AFF_keikaku.xlsx

03_AFF_従事人員申請書 AFF_jyuuji_1.xlsx

05_AFF_補正基準実績報告書(公演等) AFF_kouen.xlsx

05_AFF_補正基準実績報告書(展覧会等) AFF_tenrankai.xlsx

全般的な入力方法の注意事項：

• エクセルの指定フォーマットは、黄色いセルのみ入力可能です。

• 入力漏れなどがある場合は、セルがオレンジ色になります。また赤字でメッセージ
が表示されますので、エラーがないようにご確認ください。

• 行・列の削除などはできません。行が足りない場合は、左側のグループ化されてい
る行を開いてご利用ください。

• セルの「切り取り」「貼り付け」は行わず、必ず「コピー」「貼り付け」をお願いしま
す。

エラーメッセージの例：

提出ファイルの名称例：
AFF_keikaku_株式会社〇〇〇〇.xlsx

法人

任意団体

公演等

展覧会等

映画製作

共通

行追加の方法

「+」のマーク
をクリック



6.指定フォーマットの作成
6-2-1.従事人員申請書
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従事人員申請書は、公演等・展覧会等の申請者で補助上限額区分がⅡ以上の場合は提出が必要です。
従事人員申請書は4つのパートから構成されています。

①事業者名：事業者名、事業名を記載してください。

②公演等回数、展覧会等会期数の登録：
まず入力方法の選択していただき、その上で、各取組で想定される公演等の
回数、もしくは、展覧会等の会期数を入力してください。
⇒詳細は本手引き20ページ

③従事人員数：従事人員の役割、1公演または1会期当たりの平均人
数、全取組期間もしくは各取組期間中の報酬額を記入いただきます。
⇒詳細は本手引き21ページ

④まとめ：入力した結果を、表の下にある「従事人員数集計」で確認し、適
用される補助上限額区分を確認してください。
⇒詳細は本手引き22ページをご確認ください。

公演等・展覧会等の申請者で補助上限額区分Ⅰの申請者は、
従事人員申請書の作成・提出は不要です。
（本手引き16ページ参照）

映画製作を申請する場合は、補助上限額区分にかかわらず、
従事人員申請書の提出は不要になります。

キャンセル料支援事業のみ申請される方は、従事人員申請書
の提出は不要です。但し、補助上限額区分Ⅰより上位の区分を
希望される場合は、補正基準適用の手続きに従ってください。

概要

事業者名 事業名

公演等回数、展覧会等会期数の登録

従事人員数は、「全取組を想定した平均値」で入力する方法と、「取組ごとの平均値」で入力する方法を選択いただけます。

その際に想定される公演等の回数、もしくは、展覧会等の会期数を登録してください。

選択する従事人員数の入力方法

取組
公演等の回数

展覧会等の会期数
取組

公演等の回数

展覧会等の会期数
備考

全取組の平均

取組① 取組⑪

取組② 取組⑫

取組③ 取組⑬

取組④ 取組⑭

取組⑤ 取組⑮

取組⑥ 取組⑯

取組⑦ 取組⑰

取組⑧ 取組⑱

取組⑨ 取組⑲

取組⑩ 取組⑳

備考

No. 取組 従事人員の役割
所属会社・団体等

（申請時は任意）

名前

（申請時は任意）

1公演等または

1会期等の平均人数

全取組期間または各

取組期間の報酬額
備考

1 0 ¥0

2 0 ¥0

3 0 ¥0

4 0 ¥0

法人

任意団体

公演等

展覧会等

映画製作



入力方法の選択

6.指定フォーマットの作成
6-2-2.従事人員申請書（公演等回数等）
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申請する取組の特徴に応じて、以下の2つの方法から従事人員数の入力方法を選択し、公演・展覧会等の回数を入力し
てください。

法人

任意団体

公演等

展覧会等

映画製作

例：「全取組を想定した平均値」が適したケース
⇒取組ごとの従事人員数に大幅な増減がない団体の場合

取組 従事人員 公演等回数
• 取組①： 55人 4公演
• 取組②： 60人 2公演
• 取組③： 53人 4公演
• 平均： 55.2人(1公演当たり)

通常の従事人員規模をベースにしながら、全体で55人の規
模になるように調整して記入してください。

例：「取組ごとの平均値」が適しているケース
⇒取組ごとの従事人員数や公演等回数に大きな変動がある場合

取組 従事人員 公演等回数
• 取組①： 30人 4公演
• 取組②： 70人 10公演
• 取組③： 40人 2公演
• 平均： 56.3人(1公演当たり)

公演等の回数等により、平均が大幅にぶれるため、取組ごとの従
事人員数を記載し提出することをおすすめします。

入力方法の選択について、申請する取組の特徴に応じて、以下の2つから入力しやすい方法を選択して下さい。
• 全取組を想定した平均値
• 取組ごとの平均値

• 実績報告の際には、必ず取組ごとに従事した方の名簿を提出いただきます。
• 実績報告では、取組ごとの公演等回数を考量して、1公演当たりの平均従事人員数を計算します。取組

ごとの従事人員規模と公演等回数に増減がある場合は、ご注意ください。（従事人員規模が少ない取組の回
数が多いと、平均が小さくなります。）

公演等の回数、展覧会等の会期数：

選択した入力方法に応じて、以下のよ
うに記入してください。

全取組を想定する場合＝

✓ 全事業期間中の公演等回数の合計

もしくは、

✓ 全事業期間中の展覧会等の会期数

取組ごとの平均値の場合＝

✓ 各取組で行う公演等回数

もしくは

✓ 展覧会等の場合は1取組＝1会期



No. 取組 従事人員の役割
所属会社・団体等

（申請時は任意）

名前

（申請時は任意）

1公演等または

1会期等の平均人数

全取組期間または各

取組期間の報酬額
備考

1 0 ¥0

2 0 ¥0

3 0 ¥0

4 0 ¥0

6.指定フォーマットの作成
6-2-3.従事人員申請書（従事人員数等）
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選択した入力方法に従って、役割や人数、報酬を入力してください。

法人

任意団体

公演等

展覧会等

映画製作

取組

 「全取組を想定した平均値」

✓ 全取組平均

 「取組ごとの平均値」

✓ 取組①～⑳

※充実支援事業とキャンセル料支
援事業の両方を申請される場合、
キャンセル料支援事業の従事人
員規模は含めずに計算・記載して
ください。

従事人員の役割

募集要項22ページの考え方に
従って、取組に従事する人員の
役割を記載してください。

※専門的な技能を必要とするもの
で、1日当たり1.5万円以上の賃
金相当額の支払いを受けることを
目安としてください。

但し、複数日に渡って従事した場
合には上記の目安を下回ることも
可能です。

所属会社・団体等、名前

 申請時での入力は任意にな
りますが、監督や主要なキャス
トなど、すでに分かっている情
報があれば、記入をお願いし
ます。

※実績報告時は、取組ごとに全
従事人員のお名前を記載いただき
ます。

1公演等または1会期等の平
均人数

公演等の場合は、1公演当たり
の平均人数を記載してください。

展覧会等の場合は、1会期当
たりの人数を記載してください。

お名前を記載いただいた方は、
「1」と入力してください。

全取組期間または各取組期
間の報酬額

 「全取組を想定した平均値」

✓ 全取組を通して、その方もし
くは団体に支払う報酬の総
額を記載してください。

 「取組ごとの平均値」

✓ 取組期間に、その方もしくは
団体に支払う報酬の総額を
記載してください。

※本手引き26ページの収支計画
書の人件費の総額と一致しなくて
も問題ありません。



従事人員数集計
◆全取組平均で入力した方

◆各取組平均で入力した方

従事人員数合計 公演・展覧会等回数 従事人員数合計 公演・展覧会等回数

取組① 12人 1回 取組⑪ 0人 0回

取組② 65人 1回 取組⑫ 0人 0回

取組③ 0人 0回 取組⑬ 0人 0回

取組④ 0人 0回 取組⑭ 0人 0回

取組⑤ 0人 0回 取組⑮ 0人 0回

取組⑥ 0人 0回 取組⑯ 0人 0回

取組⑦ 0人 0回 取組⑰ 0人 0回

取組⑧ 0人 0回 取組⑱ 0人 0回

取組⑨ 0人 0回 取組⑲ 0人 0回

取組⑩ 0人 0回 取組⑳ 0人 0回

77人 39人

適用される補助上限額区分 区分Ⅰ:  \6,000,000

従事人員数合計

回数を加味した延べ総従事人員数合計

1回当たりの平均従事人員数

回数を加味した延べ総従事人員数合計 1回当たりの平均従事人員数

6.指定フォーマットの作成
6-2-4.従事人員申請書（補助上限額区分）
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入力した内容に基づき、補助上限額区分が計算されます。

法人

任意団体

公演等

展覧会等

映画製作

従事人員数集計
◆全取組平均で入力した方

83人

830人

83人

◆各取組平均で入力した方

従事人員数合計 公演・展覧会等回数 従事人員数合計 公演・展覧会等回数

取組① 0人 0回 取組⑪ 0人 0回

取組② 0人 0回 取組⑫ 0人 0回

取組③ 0人 0回 取組⑬ 0人 0回

取組④ 0人 0回 取組⑭ 0人 0回

取組⑤ 0人 0回 取組⑮ 0人 0回

取組⑥ 0人 0回 取組⑯ 0人 0回

取組⑦ 0人 0回 取組⑰ 0人 0回

取組⑧ 0人 0回 取組⑱ 0人 0回

取組⑨ 0人 0回 取組⑲ 0人 0回

取組⑩ 0人 0回 取組⑳ 0人 0回

適用される補助上限額区分 区分Ⅲ:  \15,000,000

従事人員数合計

回数を加味した延べ総従事人員数合計

1回当たりの平均従事人員数

回数を加味した延べ総従事人員数合計 1回当たりの平均従事人員数

【全取組を想定した平均値】を選択した場合 【取組ごとの平均値】を選択した場合

入力された結果（「全取組平均」）の合計値が集計されます。

 その合計値を基準に、補助上限額の区分が計算されます。

入力された結果（「取組①～⑳」）ごとに集計されます。（上記①）

 その合計値と公演・展覧会等回数をかけて、延べ総従事人員数合計が計算されま
す。（上記②）

延べ総従事人員数を、公演・展覧会等の回数で割って、1回当たりの平均人数を計
算します。（上記③）

 1回当たりの平均人数を基準に、補助上限額区分が計算されます。（上記④）

①

② ③
④

従事人員規模を基準に区分Ⅰ~Ⅳに分類された場合でも、補正基準を適用することにより上位の区分も分類されることがあります。
以下の補正基準を適用できないか、ご検討ください。

① 団体の年間収入規模 （公演等、展覧会等 共通）
② 主催した公演等の会場の年間延べ総座席数 （公演等の場合）
③ 主催した展覧会等の年間総入場者数 （展覧会等の場合）

詳細は、募集要項19、20ページを参照ください。

従事人員数集計
◆全取組平均で入力した方

◆各取組平均で入力した方

従事人員数合計 公演・展覧会等回数 従事人員数合計 公演・展覧会等回数

取組① 12人 1回 取組⑪ 0人 0回

取組② 65人 1回 取組⑫ 0人 0回

取組③ 0人 0回 取組⑬ 0人 0回

取組④ 0人 0回 取組⑭ 0人 0回

取組⑤ 0人 0回 取組⑮ 0人 0回

取組⑥ 0人 0回 取組⑯ 0人 0回

取組⑦ 0人 0回 取組⑰ 0人 0回

取組⑧ 0人 0回 取組⑱ 0人 0回

取組⑨ 0人 0回 取組⑲ 0人 0回

取組⑩ 0人 0回 取組⑳ 0人 0回

77人 39人

適用される補助上限額区分 区分Ⅰ:  \6,000,000

従事人員数合計

回数を加味した延べ総従事人員数合計

1回当たりの平均従事人員数

回数を加味した延べ総従事人員数合計 1回当たりの平均従事人員数



概要

事業者名 事業名

2019年

12月 77,200 席

2019-01-01 ~ 2019-12-31 区分Ⅳ:  \20,000,000

※「主催した公演等の会場の年間延べ総座席数」は、実際に売れたチケット数ではなく、 1年間に主催した公演等の会場の総座席数を計算して提出してください。

No.
公演等

開始日

公演等

終了日
主催した公演等名 会場名 会場座席数 公演等回数 延べ座席数 備考

1 2019-02-01 2019-02-03 ●●全国ツアー ■■市民センター 2,000 4 8,000

2 2019-02-05 2019-02-08 ●●全国ツアー △△記念ホール 4,000 4 16,000

3 2019-02-10 2019-02-10 ××ライブツアー 〇〇ホール 2,000 2 4,000

4 2019-03-01 2019-03-02 ××ライブツアー □□ホール 3,000 2 6,000

5 2019-03-02 2019-03-03 ××ライブツアー ××ホール 1,000 3 3,000

6 2019-03-03 2019-03-07 ××ライブツアー ◆◆ライブハウス 600 3 1,800

7 2019-03-04 2019-03-08 舞台○○ ×●劇場 400 36 14,400 1日2回公演×14日、1回公演×8日

8 2019-05-03 2019-05-28 △△クラシックコンサート ××ホール 1,000 1 1,000

9 2019-07-14 2019-07-14 □□漫談 ■×市民センター 600 3 1,800

10 2019-08-20 2019-08-20 ▲▲歌舞伎 ○×座 400 52 20,800 1日3回公演×14日

11 2019-10-01 2019-10-03 能■■公演 △×能楽堂 200 2 400

12 0

実績の申請対象期間 適用される補助上限区分

株式会社〇〇〇〇 音楽・演劇制作事業

申告する年度（年）

申告する年度（決算月） 主催した公演等の会場の年間延べ総座席数

6.指定フォーマットの作成
6-3.補正基準実績証明書（公演等）

23

従事人員規模による補助上限額区分よりも上位の区分を適用するために、補正基準を使った申請が可能です。公演
等を申請する方で、「団体の年間収入規模」ではなく、過去の主催した公演等の「会場の延べ総座席数」を適用する場
合は、このフォーマットで申請してください。（参照：募集要項19ページ、本手引き16ページ「申請のフロー（公演等・展覧会等の場合）」）

補正基準実績証明書（公演等）の入力について：

• 過去4年間のうち、最も総座席数が多い年度を選んで記載してください。

• 「年間延べ総座席数 」は、 実際に売れたチケット数ではなく、 1年間の主
催した公演等の会場の総座席数を計算して提出してください。
⇒募集要項19ページ参照

• 同一内容、同一場所で実施された公演等は、1行にまとめて記載してくだ
さい。その際、必ず「公演等開始日」「終了日」「主催した公演等名」「会
場名」「会場座席数」「公演等回数」を記載してください。
※延べ座席数は自動で計算されます。

• 記載できるのは、事業者が”主催”した公演等に限ります。

ファイル名称：

• このファイルは、ファイルID「05_AFF_補正基準実績報告書(公演等)」、ファイ
ル名称「AFF_kouen.xlsx」になります。

公演等

展覧会等

映画製作

法人

任意団体

展覧会等、映画製作を申請される方、もしくは、公演等を申請される方でも、この「会場の延べ総座席数」の補正基準を選択しない場合は、この指定
フォーマットの作成・添付は不要です。



概要

事業者名 事業名

2018年

12月 293,500 人

区分Ⅱ:  \10,000,000

No.
展覧会等の

開始日

展覧会等の

終了日
主催した展覧会等の名称 会場名

会期中の

入場者数
備考

1 2018-01-01 2018-03-15 人気アニメ●●●原画展 〇〇美術館 106,000

2 2018-03-01 2018-03-31 現代作家アート展 ●●庭園美術館 1,500

3 2018-04-01 2018-05-31 ●●賞受賞記念✖✖✖✖写真展 ‥百貨店本店 3,500

4 2018-04-15 2018-06-10 イラストレーション展 ▲▲デパート 2,500

5 2018-05-01 2018-05-31 新進書家展 △△市民会館 2,000

6 2018-07-01 2018-08-31 子ども向けアート展 ◎◎ホール 8,000

7 2018-09-01 2018-10-31 ジャパニメーション展 ◆◆国際展示場 80,000

8 2018-09-15 2018-11-15 日本絵画展 ◇◇博物館 20,000

9 2018-07-01 2018-11-30 近代建築展 ■■展示場 50,000

10 2018-07-01 2018-12-25 最新デジタルアート展 アートスペース●● 20,000

11

実績の申請対象期間 2018-01-01 ~ 2018-12-31 適用される補助上限区分

公益財団法人●●芸術振興会 〇〇〇〇美術展と●●●●トークショー

申告する年度（年）

申告する年度（決算月） 主催した展覧会等の年間総入場者数

6.指定フォーマットの作成
6-4.補正基準実績証明書（展覧会等）
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従事人員規模による補助上限額区分よりも上位の区分を適用するために、補正基準を使った申請が可能です。展覧
会等を申請する方で、「団体の年間収入規模」ではなく、過去の主催した公演等の「主催した展覧会等の年間総入場
者数」を適用する場合は、このフォーマットで申請してください。（参照：募集要項20ページ、本手引き16ページ「申請のフロー（公演

等・展覧会等の場合）」）

補正基準実績証明書（展覧会等）の入力について：

• 過去4年間のうち、最も総入場者数が多い年度を選んで記載してください。

• 「年間総入場者数」は、 実際に売れたチケット数ではなく、 1年間の主催
した展覧会等の総入場者数を計算して提出してください。
⇒募集要項20ページ参照

• 同一内容、同一場所で実施された展覧会等は、1行にまとめて記載してく
ださい。その際、必ず「展覧会等の開始日」「終了日」「展覧会等の名称」
「会場名」「会期中の入場者数」を記載してください。

• 記載ができるのは、事業者が”主催”した展覧会等に限ります。

ファイル名称：

• このファイルは、ファイルID「05_AFF_補正基準実績報告書(展覧会等)」、
ファイル名称「AFF_tenrankai.xlsx」になります。

法人

任意団体

公演等

展覧会等

映画製作

公演等、映画製作を申請される方、もしくは、展覧会等を申請される方でも、この「主催した展覧会等の年間総入場者数」の補正基準を選択しない場
合は、この指定フォーマットの作成・添付は不要です。



概要

事業者名 補助上限額区分

事業名 申請するジャンル

6.指定フォーマットの作成
6-5-1.収支計画書

25

収支計画書は、補助上限額区分がⅡ以上の場合は提出が必要です。（区分Ⅰの場合でも、必要な場合があります。※1）

収支計画書は5つのパートから構成されています。 ①概要：事業者名、事業名、補助上限額区分※2、申請するジャンルを
入力してください。
※2 申請される際の補助上限額は、先に計算していただく必要があります。
補助上限額の決定方法は募集要項19~21ページ、本手引き16ページ、
17ページ「申請のフロー」をご確認ください。

②補助対象経費：補助対象となる経費を入力していただきます。
記載対象：充実支援事業、キャンセル料支援事業
⇒詳細は本手引き26ページをご確認ください。

③補助対象外経費：補助対象とならない経費を入力していただきます。
記載対象：充実支援事業、キャンセル料支援事業
⇒詳細は本手引き27ページをご確認ください。

④収入（見込）：収入（見込）を入力していただきます。
記載対象：充実支援事業
⇒詳細は本手引き28ページをご確認ください。
※「映画製作」の場合は、収入（見込）欄は不要となります。

⑤まとめ：全体の申請金額および取組ごとの申請額の集計になります。
自動計算されますので、この金額を申請システムに入力していただきます。
⇒詳細は本手引き29ページをご確認ください。

※1 区分Ⅰでも収支計画書の提出が必要な場合
以下の①～③のいずれかに該当する場合は、収支計画書の提出が必要です。
① 収入（見込）の2倍を超える補助金の申請となる場合
② 継続支援事業・J-LODlive・J-LODlive2 ・文化庁支援事業(R2年度）に

採択されたことのない団体
③ 映画製作の場合

法人

任意団体

公演等

展覧会等

映画製作

共通

No. 取組 科目 内容
予定額

（税抜）
相手先 備考

【補助事業対象経費】充実支援事業およびキャンセル料支援事業の両方を記載してください。

経 1 ¥0

経 2 ¥0

経 3 ¥0

No. 取組 科目 内容
予定額

（税抜）
相手先 備考

【補助事業対象外経費】充実支援事業およびキャンセル料支援事業の両方を記載してください。

外 1 ¥0

外 2 ¥0

外 3 ¥0

No. 取組 科目 内容
予定額

（税抜）
相手先 備考

【収入（見込）】充実支援事業のみ記載してください。キャンセル料支援事業については記載は不要です。映画製作の場合も収入欄の記入は不要です。

収 1 ¥0

収 2 ¥0

収 3 ¥0



概要

事業者名 補助上限額区分 区分Ⅳ:  \20,000,000

事業名 申請するジャンル 公演等

No. 取組 科目 内容
予定額

（税抜）
相手先 備考

【補助事業対象経費】充実支援事業およびキャンセル料支援事業の両方を記載してください。

経 1 取組① 物件費 会場費 ¥1,400,000 〇×ホール 2021/3/21, 3/22 　70万円×2日

経 2 取組① 物件費 音響費 ¥300,000 ○○音響 15万円×2日

経 3 取組① 物件費 照明費 ¥200,000 △△照明 10万円×2日

経 4 取組① 物件費 美術費 ¥1,000,000 ××美術 舞台セット制作

経 5 取組① 物件費 制作費 ¥1,000,000 ●●企画 2日間公演企画　演出・監督費含む

経 6 取組① 物件費 備品レンタル費 ¥200,000 ▲▲備品 受付テーブル×5／パーテーション×25／椅子×10　2日間

経 7 取組① 物件費 消耗品費 ¥200,000 未定 公演に必要な消耗品購入予定

経 8 取組① 人件費 出演料 ¥1,800,000 ■■プロダクション 2021/3/22～3/22､○○グループ（歌手）、メイク・衣装費含む

経 9 取組① 物件費 音楽使用料 ¥70,000 日本音楽著作権協会（JASRAC） 2021/3/22～3/22、15曲

株式会社〇〇〇〇

音楽・演劇制作事業

経 30 キャンセル① 物件費 会場費 ¥800,000 〇×劇場 2021/2/1～2/15予定

経 31 キャンセル① 物件費 映像費 ¥300,000 □□映像 公演での使用映像、提出用PR動画作成

経 32 キャンセル① 物件費 美術費 ¥700,000 ××美術 美術製作にかかった費用

6.指定フォーマットの作成
6-5-2.収支計画書（補助対象経費）
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補助対象経費は、取組ごとに経費の内容を記載していただきます。

補助対象経費の入力について：
• 補助対象経費は取組ごとに入力してください。
• キャンセル料支援事業もここに入力をお願いします。（「取組」の選択肢の中に、“キャンセル①”、“キャンセル②”・・・があります。）
• 経費は支払いの相手先別に登録してください。
• 科目については、人件費か物件費かのいずれかを選択してください。人件費と物件費の区分方法は、募集要項の25ページの分類をご確認ください。
• 「備考」欄には、金額の根拠が分かるように内訳などを表記するようにお願いします。
• 本補助金に申請していない公演・展覧会等と共通する経費があった場合は、公演等の回数など適切な基準で按分をすることで、申請の対象となる公演・

展覧会等に関係する経費のみを申請してください。
• 取組・キャンセルした取組の順番は、順不同で集計しており、追加などの場合、一番下の行に追加いただいても問題ありません。削除や、行追加、並べ替

えができないように保護しているため、順不同（例：取組③の下に取組①がある状態）のままご提出いただいて構いません。

ファイル名称：

• このファイルは、ファイルID「01_AFF_収支計画書」、ファイ
ル名称「AFF_keikaku.xlsx」になります。

• その他の入力の注意事項は、

法人

任意団体

公演等

展覧会等

映画製作

共通

補助上限額区分がⅠの団体で、以下の3点のいずれにも当てはまらない場合は、収支計画書の作成は不要です。システムでの入力の際に、システムの都合
上、空のファイルを添付していただきます。（本手引き36ページ参照）
①収入（見込）の2倍を超える補助金の申請となる場合、②継続支援事業・J-LODlive・J-LODlive2 ・文化庁支援事業(R2年度）に採択されたことの

ない団体、③映画製作の場合



No. 取組 科目 内容
予定額

（税抜）
相手先 備考

【補助事業対象外経費】充実支援事業およびキャンセル料支援事業の両方を記載してください。

外 1 取組① 飲食費 ¥300,000 未定 出演者・スタッフお弁当代、ケータリング費

外 2 取組① グッズ販売人員 ¥200,000 ○○スタッフ 10名×2日間

外 3 取組① グッズ制作費 ¥1,000,000 ○×グッズ ペンライト、タオル、ステッカー（制作数調整中）

外 4 取組② 飲食費 ¥1,400,000 未定 出演者・スタッフお弁当代、ケータリング費6日分

外 5 取組② グッズ販売人員 ¥96,000 ○○スタッフ 2名×6日間

外 6 取組② グッズ制作費 ¥1,800,000 ○×グッズ パンフレット、プロマイド、キーフォルダー

外 7 キャンセル① 機材購入費 ¥90,000 □●デンキ 映像投影用PC

外 8 キャンセル① 機材購入費 ¥50,000 □●デンキ 受付用タブレッド

外 9 取組① 印紙代 ¥600 〇〇法務局 履歴事項全部証明書の取得

外 10 取組① 書類作成事務代行費 ¥200,000 〇〇税理士事務所 申請書書類の作成のため

外 11 ¥0

6.指定フォーマットの作成
6-5-3.収支計画書（補助対象外経費）

27

補助対象外経費についても、取組ごとに経費の内容を記載していただきます。

補助対象外経費の入力について：

• 補助対象外となる経費の内容については、募集要項の25ページをご確認ください。

• 補助対象外経費についても、取組ごとに入力してください。

• 映画製作の場合は、事業の総経費を基準に補助上限額の区分が決定されますので、ある程度もれなく記載するようにお願いします。

• 補助対象外経費では、科目の入力は不要です。原則、支払いの相手先別に登録していただきますが、行数が多くなる場合は、内容別に集約して記載し
ていただいて構いません。

• キャンセル料支援事業も補助対象外経費に該当するものがある場合は、ここに入力をお願いします。

• 「備考」欄には、金額の根拠が分かるように内訳などを表記するようにお願いします。

• 補助対象外経費であっても、本補助金に申請していない公演・展覧会等と共通する経費があった場合は、公演等の回数など適切な基準で按分をするこ
とで、申請の対象となる公演・展覧会等に関係する経費のみを申請してください。

法人

任意団体

公演等

展覧会等

映画製作

共通



No. 取組 科目 内容
予定額

（税抜）
相手先 備考

【収入（見込）】充実支援事業のみ記載してください。キャンセル料支援事業については記載は不要です。映画製作の場合も収入欄の記入は不要です。

収 1 取組① チケット ¥1,500,000 〇チケット 5,000円×150席×2日間

収 2 取組① グッズ売上 ¥1,000,000 想定額

収 3 取組② チケット ¥8,100,000 ×チケット 4500円×300席×6日間

収 4 取組② グッズ売上 ¥3,000,000 想定額

収 5 ¥0

6.指定フォーマットの作成
6-5-4.収支計画書（収入（見込））
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収入（見込）は、取組ごとに経費の内容を記載していただきます。

収入（見込）の入力について：

• 収入（見込）は、取組ごとに入力してください。

• 「備考」欄には、金額の根拠が分かるように内訳などを表記するようにお願いします。

• キャンセル料支援事業については、収入（見込）の記載は不要です。

• 映画製作については、収入（見込）の記入は不要です。

法人

任意団体

公演等

展覧会等

映画製作

共通



まとめ

A 補助上限額 ¥20,000,000

B 補助対象経費 ¥27,030,000

C 補助対象外経費 ¥5,046,000

D 事業の総経費（B+C） ¥32,076,000

E 事業収入（見込） ¥13,600,000

F 補助金申請額 ¥20,000,000 ※補助上限額（A)と補助対象経費（B)のどちらか小さい金額が補助金申請額になります。

取組別経費集計

補助事業対象経費 補助事業対象外経費 収入（見込） 補助事業対象経費 補助事業対象外経費

取組① ¥7,730,000 ¥1,500,000 ¥2,500,000 キャンセル① ¥1,800,000 ¥250,000

取組② ¥17,500,000 ¥3,296,000 ¥11,100,000 キャンセル② ¥0 ¥0

取組③ ¥0 ¥0 ¥0 キャンセル③ ¥0 ¥0

取組④ ¥0 ¥0 ¥0 キャンセル④ ¥0 ¥0

取組⑤ ¥0 ¥0 ¥0 キャンセル⑤ ¥0 ¥0

取組⑥ ¥0 ¥0 ¥0 キャンセル⑥ ¥0 ¥0

取組⑦ ¥0 ¥0 ¥0 キャンセル⑦ ¥0 ¥0

取組⑧ ¥0 ¥0 ¥0 キャンセル⑧ ¥0 ¥0

取組⑨ ¥0 ¥0 ¥0 キャンセル⑨ ¥0 ¥0

取組⑩ ¥0 ¥0 ¥0 キャンセル⑩ ¥0 ¥0

取組⑪ ¥0 ¥0 ¥0 合計 ¥1,800,000 ¥250,000

取組⑫ ¥0 ¥0 ¥0

取組⑬ ¥0 ¥0 ¥0

取組⑭ ¥0 ¥0 ¥0

取組⑮ ¥0 ¥0 ¥0

取組⑯ ¥0 ¥0 ¥0

取組⑰ ¥0 ¥0 ¥0

取組⑱ ¥0 ¥0 ¥0

取組⑲ ¥0 ¥0 ¥0

取組⑳ ¥0 ¥0 ¥0

合計 ¥25,230,000 ¥4,796,000 ¥13,600,000

6.指定フォーマットの作成
6-5-5.収支計画書（まとめ）
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収支計画書では記入例を参考に補助対象経費、補助対象外経費、収入（見込み）を記載してください。

入力した「補助上限額区分」と「補助対象経費」の総
額から、補助金申請額が計算されます。

提出前に、入力内容に間違いがないかご確認をお願
いします。

なお、入力した「補助上限額区分」に誤りがある場合
や、「補助対象経費」が適切と認められない場合は、
補助金交付額はこの金額と異なることがあります。

取組、キャンセルした取組それぞれの内訳が自動計算
されます。

取組、キャンセルした取組ごとの金額を基に、申請シス
テムへの入力をお願いします。
⇒詳細は本手引き33ページをご確認ください。

法人

任意団体

公演等

展覧会等

映画製作

共通



7.事業申請の登録
7-1.事業概要の登録

30

「新規申請」から申請内容を登録してください。

事業開始日は、公演等、展覧会等、映画製作の開始日ではなく、経費
の発注等を開始する時になります。
事業開始日は2021年1月8日以降の日付となるようにご注意ください。

事業完了日は、対象となる取組が全て終了し、全ての補助対象経費が
確定する日（補助対象経費の中で最も遅い請求書・領収証等の証拠
書類の発行日）となります。
事業の実施スケジュールについて、事業完了日は2021年12月31日以
前となるようにご注意ください。

プロとしての団体活動歴を記入いただくとともに、今回の活動の概要が分
かるように書いてください。

今後事業の識別に利用しますので、申請する取組すべてを包括するよう
な名称を付けてください。（例：「音楽および演劇公演事業」など）

法人

任意団体

公演等

展覧会等

映画製作

共通



7.事業申請の登録
7-2-1.取組の登録（名称、分野、会場名）

31

申請システムに活動を登録する際の入力単位を「取組」と呼びます。公演・展覧会等の場合は、同一内容、同一場所で
実施されるものを一つの取組として扱います。映画製作の場合は、映画製作一本あたりを一つの取組として扱います。
この取組は最大20個まで登録できます。（キャンセルした取組については、別途入力画面があります。本手引き34ページ参照）

申請する取組のジャンルが「公演等」「展覧会等」「映画製作」のどれに該当するかを確
認の上、その取組が該当する分野を選択してください。
分野が複数分野に該当する場合は、複数の分野を選択できます。

映画製作の場合は、実施する都道府県の項目で「映画製作」を選択し、会場名は空
欄にしてください。
公演等、展覧会等を行う会場の情報を登録してください。
施設名は略称などではなく正式名称を記入してください。

取組は、同一内容、同一場所で行う連続して行うものの単位で登録してください。
（募集要項5ページ参照）
取組の内容が分かるように、取組名称を40字以内で記入してください。

この番号は自動的に割り振られます。収支計画書に使用した番号と合わせる必要が
ありますので、収支計画書の取組番号順に記入してください。（本手引き29ページの
収支計画書の「まとめ」を参照）
もし収支計画書の順番と異なってしまった場合は、エクセル上の取組番号をシステムで
採番された番号に合わせて修正をお願いします。

法人

任意団体

公演等

展覧会等

映画製作

共通



各ジャンルの「積極的な活動の種類」の選択肢は以下になります。

7.事業申請の登録
7-2-2.取組の登録（取組内容、積極的な活動）

32

取組内容には、実施する内容を簡潔に書くとともに、積極的な活動の内容についても記載ください。
記載した積極的な活動内容に近いと思われるものを、選択肢の中から選んでください。

取組の内容について、概要が分かるように1,000文字以内で記入をお願いします。
「いつ」、「誰が」、「どこで」、「何を」が簡潔に分かるように以下のような説明を記入してください。。

公演等：公演日、時間、回数、場所、演目、主要なキャスト、主要なスタッフ、内容、積極的活動
展覧会等：展示期間、場所、主な出品作品、内容、積極的活動
映画製作：主要なキャスト、主要なスタッフ、内容、初号試写予定日、公開予定日

この取組における「積極的活動」については、以下のようなアピールを記載してください。
（記載例：「今まで・・・を実施していなかったが、今回初めて・・・に取り組んだ」など、以前との違いが

分かるようなアピール）

上記でご記載いただいた「積極的な活動」について、その内容に近いと思われる選択肢を選んでください。
複数の選択肢を選んでも構いません。また、適切な選択肢がない場合は、「その他」を選んで自由にご記載ください。

＜公演等＞
 演出の変更
 新作もしくは当該団体が

過去３年実績がない演目の公演
 他団体とのコラボレーション
 新たな専門性を有する実演家等の起用
 若手等の起用
 観客の拡大（オンライン配信など）
 観客の獲得（鑑賞方法の解説など）
 観客との交流
 その他

＜ジャンル融合＞
展覧会を含んだ公演
ギャラリー空間で行うパフォーマンス
 その他

＜映画製作＞
有料一般公開を行う

新作映画の製作
 その他

＜展覧会等＞
特別展、企画展
常設作品のテーマ展示
新作の展示
（展示に合わせて行う）
✓ 教育普及プログラム
✓ ワークショップ
✓ 地域ゆかりのプログラム
映画上映（映画祭、映画特集、

監督特集など）
 その他

法人

任意団体

公演等

展覧会等

映画製作

共通



7.事業申請の登録
7-2-3.取組の登録（経費等の合計）

33

補助対象経費、補助対象外経費、収入（見込み）を入力してください。別途添付いただく「収支計画書」※1の内容と
金額が一致していることをご確認ください。取組は最大20件まで登録できます。

添付いただく収支計画書の金額と同額かご確認ください。

・補助対象経費
・補助対象外経費
・収入（見込み）
映画製作については、収入（見込）の記載は不要ですので、
空欄のままで結構です。

取組の対象となる公演等、展覧会等のイベントの開始日と終了
日を入力してください。

まとめ

A 補助上限額 ¥20,000,000

B 補助対象経費 ¥27,030,000

C 補助対象外経費 ¥5,046,000

D 事業の総経費（B+C） ¥32,076,000

E 事業収入（見込） ¥13,600,000

F 補助金申請額 ¥20,000,000 ※補助上限額（A)と補助対象経費（B)のどちらか小さい金額が補助金申請額になります。

取組別経費集計

補助事業対象経費 補助事業対象外経費 収入（見込） 補助事業対象経費 補助事業対象外経費

取組① ¥7,730,000 ¥1,500,000 ¥2,500,000 キャンセル① ¥1,800,000 ¥250,000

取組② ¥17,500,000 ¥3,296,000 ¥11,100,000 キャンセル② ¥0 ¥0

取組③ ¥0 ¥0 ¥0 キャンセル③ ¥0 ¥0

取組④ ¥0 ¥0 ¥0 キャンセル④ ¥0 ¥0

取組⑤ ¥0 ¥0 ¥0 キャンセル⑤ ¥0 ¥0

取組⑥ ¥0 ¥0 ¥0 キャンセル⑥ ¥0 ¥0

取組⑦ ¥0 ¥0 ¥0 キャンセル⑦ ¥0 ¥0

取組⑧ ¥0 ¥0 ¥0 キャンセル⑧ ¥0 ¥0

取組⑨ ¥0 ¥0 ¥0 キャンセル⑨ ¥0 ¥0

取組⑩ ¥0 ¥0 ¥0 キャンセル⑩ ¥0 ¥0

取組⑪ ¥0 ¥0 ¥0 合計 ¥1,800,000 ¥250,000

取組⑫ ¥0 ¥0 ¥0

取組⑬ ¥0 ¥0 ¥0

取組⑭ ¥0 ¥0 ¥0

取組⑮ ¥0 ¥0 ¥0

取組⑯ ¥0 ¥0 ¥0

取組⑰ ¥0 ¥0 ¥0

取組⑱ ¥0 ¥0 ¥0

取組⑲ ¥0 ¥0 ¥0

取組⑳ ¥0 ¥0 ¥0

合計 ¥25,230,000 ¥4,796,000 ¥13,600,000

「収支計画書」の「まとめ」
欄の金額と一致するように
入力してください。

法人

任意団体

公演等

展覧会等

映画製作

共通

※1 補助上限額区分がⅠの場合は、収支計画書の添付は不要です。
ただし、区分Ⅰでも以下の3つのいずれかに該当する場合は、収支計画
書の提出が必要です。

① 収入（見込）の2倍を超える補助金の申請となる場合
② 継続支援事業・J-LODlive・J-LODlive2 ・文化庁支援事業(R2

年度）に採択されたことのない団体
③ 映画製作の場合



7.事業申請の登録
7-3.キャンセルした取組の登録

34

キャンセルした取組についても同様に入力してください。キャンセルした取組については最大10件まで登録可能です。

イベント開催制限や施設利用に関する協力依頼等により開催等を自粛
（延期・中止）する（した）公演等の内容をご記入ください。
また、自粛の意思決定およびアナウンスを行った時期についても必ず明
記してください。

キャンセルした取組についても、通常の取組と同様に入力をお願いします。
（本手引き31～33ページ参照）

実施予定だった都道府県および会場名、実施予定だった公演等、展覧
会等のイベントの開始日と終了日を入力してください。
キャンセル料支援事業の対象地域および対象期間については、募集要項
16、 17ページ、ならびに、別紙「キャンセル料支援事業対象地域一覧」
をご確認ください。

法人

任意団体

公演等

展覧会等

映画製作

※映画製作は、キャンセル料支援事業の対象とはなりません。



7.事業申請の登録
7-4.補助上限額区分（適用基準）

35

公演等、展覧会等は従事する人員の規模を基準に補助上限額を決定しますが、いくつかの補正基準を適用することが
できます。映画製作は製作費を基準に補助上限額が決まります。

本手引き16、17ページのフローに従って、予め算定した補助上限額区分を入力してくだ
さい。（補助上限額区分の決定ルールについては、募集要項19ページ～22ページを参照ください。）

指定のエクセルフォーマット（03_AFF_従事人員申請書）で計算した従事人員数
（公演ごと・会期ごとの平均）を記入してください。指定フォーマットの提出が不要な場
合でも、記入をお願いします。

最終的に補助上限額区分の決定に利用した基準を選択してください。
その下のボックスの中に、基準値の判定に使った数値を入力してください。

（注意）例外対応について

• 補助上限額区分がⅠの場合、映画製作を申請する場合、およびキャンセル料支援
事業のみ申請される場合は、従事人員申請書の提出は不要です。該当する場合
は、システムの都合上、指定フォーマットに何も入力しない状態でファイルだけを添
付してください。

利用する補正基準 必要書類/アクション

団体の年間収入規模 団体登録にて決算書を登録している方 追加アクション不要

団体登録にて決算書を登録していない方 決算書を添付※1

会場の延べ総座席数 05_AFF_補正基準実績報告書(公演等) を作成・添付

展覧会等の総入場者数 05_AFF_補正基準実績報告書(展覧会等) を作成・添付

映画製作 収支計画書にて、映画製作費の金額を確認するため、添付不要

補正基準を利用する場合は、右の表に従って必要な資料を添付して
ください。指定フォーマットを提出する場合は、ファイル名の後に「_事
業者名」を付すようにお願いします。

映画製作の場合は、収支計画書で確認しますので、ここでの資料の
提出は不要です。

法人

任意団体

公演等

展覧会等

映画製作

共通

従事人員申請書のエクセルを添付してください。ファイル名の後に「_事業者名」を付す
ようにお願いします。（例：「 AFF_jyuuji_1 _株式会社〇〇〇〇.xlsx」）

※1:過去4年間のうち、最も収入規模が大きい年度の決算書を提出してください。



7.事業申請の登録
7-5.収支計画書、補足資料
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予めエクセルの指定フォーマットで作成した収支計画書を添付します。
補助上限額区分がⅠの場合は、収支計画書の提出は不要です。※1

予め作成した指定のエクセルフォーマット（01_AFF_収支計画書）を添付し
てください。
ファイル名の後に「_事業者名」を付すようにお願いします。
（例：「 AFF_keikaku_株式会社〇〇〇〇.xlsx」）

（注意）例外対応について

• 補助上限額区分がⅠの場合であっても、以下の場合は収支計画書
の提出が必要です。

• 区分Ⅰの場合であっても、①～③のいずれかに該当する場合は、収支計画書の提
出が必要です。

①収入（見込）の2倍を超える補助金の申請となる場合

②継続支援事業・J-LODlive・J-LODlive2 ・文化庁支援事業(R2年度）に採択され
たことのない団体

③映画製作の場合

この欄は、申請内容についての補足資料（取組の企画書など）がある場合に自由にご利用ください。
すでに終了した公演等や、近日中に実施するものなど、チラシなどが準備できている場合は、添付下
さい。取組内容の確認がとりやすくなるため、スムーズに審査を進めることできます。

自動計算
されます。

法人

任意団体

公演等

展覧会等

映画製作

共通

※1：補助上限額区分がⅠの場合は、システムの都合上、指定フォーマッ
トに何も入力しない状態でファイルだけを添付してください。



7.事業申請の登録
7-6.金融機関情報の登録
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補助金の振込指定口座は、事業者名義の口座のみになります。
必ず申請する法人もしくは任意団体名の口座をご用意ください。

金融機関名：正式名称
銀行コード：数字（4桁）
支店名：正式名称
支店コード：数字（3桁）
預金種目：普通または当座を選択
口座番号：数字（7桁）
口座名：正式名称

口座情報が分かるもの：
金融機関名、口座番号、口座名義
等が確認できる書類を添付してください。
（通帳の表紙をめくったページ、キャッシュカード、インター
ネットバンキング画面の写真、スキャンデータ等）

口座名（カナ）について：
• 半角ｶﾀｶﾅのみ使用してください。
• 「ｯ」「ｬ」「ｭ」「ｮ」などの小文字は使用せず、大文字に直してください。

（例：○「ｼﾖﾂﾌﾟ」 ×「ｼｮｯﾌﾟ」）
• 法人で下記の略語を使うときは、法人の種類と名称の間にスペースは入れな

いでください。
• 法人の略語は、カッコ（）を付けて使用します。 例： ｶ)xxx、xxx(ｼﾔ 等

（注意）例外対応について

• 複数施設の指定管理者の場合は、施設名の入った
（事業者）名義の口座もしくは指定管理者名義の口
座を登録ください。
指定管理者名義の口座をご登録いただく場合、事業
者名と口座名義が異なるため、履歴事項全部証明書
（法人登記簿謄本）に添付いただいた会社名と同じ
名義になっていることをご確認ください。

法人

任意団体

公演等

展覧会等

映画製作

共通



7.事業申請の登録
7-7.申請一覧の確認
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申請内容を確認し、「申請する」ボタンをクリックしてください。申請後は内容の修正・変更はできません。

「申請する」をクリックした後は
内容の修正・変更はできません。

申請内容が表示されます。

法人

任意団体

公演等

展覧会等

映画製作

共通



7.事業申請の登録
7-8.申請受付
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申請が受理されたことをご確認いただくためご担当者あてにメールが届きます。
申請から1ヶ月を目処に「交付決定」もしくは「不採択」のご連絡をメールで通知いたします。
※審査状況のお問い合わせには一切お答えできません。

申請内容のサマリが表示されます。

申請受付のメールが自動配信されます。

法人

任意団体

公演等

展覧会等

映画製作

共通



8. 問い合わせ先
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ARTS for the future!事務局

「ARTS for the future!」特設Webサイト：https://aff.bunka.go.jp/

申請等のお問い合わせ先

〒104-0045 東京都中央区築地4-1-1 東劇ビル2F

特定非営利活動法人 映像産業振興機構

TEL: 0120-510-335 FAX: 03-3543-7533

MAIL: question@aff.bunka.go.jp

法人

任意団体

公演等

展覧会等

映画製作

共通

https://www.aff.bunka.go.jp/
https://aff.bunka.go.jp/

